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議案第１号 

 

   平成２９年度三次市一般会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 37,900,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，｢第３表 地方債｣

による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高

額は，4,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

   各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用 

 

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 市税 6,602,828 

1 市民税 2,586,286 

2 固定資産税 3,172,615 

3 軽自動車税 183,489 

4 市たばこ税 364,830 

5 特別土地保有税 1 

6 都市計画税 290,717 

7 入湯税 4,890 

2 地方譲与税 421,303 

1 地方揮発油譲与税 124,610 

2 自動車重量譲与税 296,692 

3 地方道路譲与税 1 

3 利子割交付金 6,648 

1 利子割交付金 6,648 

4 配当割交付金 20,388 

1 配当割交付金 20,388 

5 株式等譲渡所得割交付金 13,918 

1 株式等譲渡所得割交付金 13,918 

6 地方消費税交付金 978,926 

1 地方消費税交付金 978,926 

7 ゴルフ場利用税交付金 8,607 

1 ゴルフ場利用税交付金 8,607 

8 自動車取得税交付金 122,170 

1 自動車取得税交付金 122,170 

9 地方特例交付金 23,756 

1 地方特例交付金 23,756 

1 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

10 地方交付税 15,260,442 

1 地方交付税 15,260,442 

11 交通安全対策特別交付金 14,005 

1 交通安全対策特別交付金 14,005 

12 分担金及び負担金 384,797 

1 分担金 50,208 

2 負担金 334,589 

13 使用料及び手数料 324,896 

1 使用料 246,469 

2 手数料 78,427 

14 国庫支出金 3,057,203 

1 国庫負担金 2,100,873 

2 国庫補助金 936,251 

3 委託金 20,079 

15 県支出金 2,431,551 

1 県負担金 1,076,024 

2 県補助金 1,207,471 

3 委託金 148,056 

16 財産収入 186,894 

1 財産運用収入 140,372 

2 財産売払収入 46,522 

17 寄附金 102,502 

1 寄附金 102,502 

18 繰入金 1,275,312 

1 基金繰入金 1,259,153 

2 特別会計繰入金 16,159 

1 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

19 繰越金 1 

1 繰越金 1 

20 諸収入 710,545 

1 延滞金加算金及び過料 2,317 

2 市預金利子 342 

3 貸付金元利収入 505,223 

4 受託事業収入 12,302 

5 雑入 190,361 

21 市債 5,953,308 

1 市債 5,953,308 

歳　　入　　合　　計 37,900,000 

1 一般会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 議会費 286,826 

1 議会費 286,826 

2 総務費 6,029,052 

1 総務管理費 5,496,960 

2 徴税費 319,805 

3 戸籍住民基本台帳費 90,097 

4 選挙費 78,401 

5 統計調査費 1,871 

6 監査委員費 41,918 

3 民生費 10,314,497 

1 社会福祉費 5,446,291 

2 児童福祉費 4,225,524 

3 生活保護費 642,682 

4 衛生費 3,192,882 

1 保健衛生費 1,886,395 

2 清掃費 892,825 

3 上水道費 413,662 

5 労働費 197,857 

1 労働諸費 197,857 

6 農林水産業費 2,425,099 

1 農業費 1,141,134 

2 耕地費 937,485 

3 林業費 346,480 

7 商工費 969,980 

1 商工費 969,980 

8 土木費 4,328,862 

1 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 土木管理費 289,903 

2 道路橋梁費 2,471,781 

3 河川費 54,445 

4 都市計画費 1,374,419 

5 住宅費 113,314 

6 排水路費 25,000 

9 消防費 1,432,101 

1 消防費 1,432,101 

10 教育費 2,391,834 

1 教育総務費 806,451 

2 小学校費 376,398 

3 中学校費 182,432 

4 幼稚園費 27,888 

5 社会教育費 516,340 

6 保健体育費 452,321 

7 学校保健費 30,004 

11 災害復旧費 48,230 

1 農林水産施設災害復旧費 21,130 

2 土木施設災害復旧費 27,100 

12 公債費 6,252,780 

1 公債費 6,252,780 

13 予備費 30,000 

1 予備費 30,000 

歳　　出　　合　　計 37,900,000 

1 一般会計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

契約に定める期間

（５年を限度とする）

契約に定める期間

（５年を限度とする）

契約に定める期間

（５年を限度とする）

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成32年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成31年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

契約に定める期間

（５年を限度とする）

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

電算システム賃借

病児・病後児保育室寝具等賃借

排水設備改造資金に対する利子補給

契約に定める額

自然災害対策工事資金利子補給

契約に定める額契約に定める期間

排水設備改造資金貸付に係る取扱金融機関に対す
る損失補償

各金融機関が貸付けた額
に対して受けた損失額

契約に定める額

農業振興地域等マッピングシステム整備委託業務 10,000千円

平成29年度融資資金に
対する利子補給額

行政財産の維持管理に要する経費

三次地区拠点整備事業 20,000千円

ケーブルテレビ設備改修事業 45,000千円

事務機器賃借

平成29年度融資資金に
対する利子補給額

農業振興地域整備変更計画策定業務 2,900千円

契約に定める額

6,000千円

契約に定める額

協定に定める期間 協定に定める額

自動体外式除細動器賃借

高齢者免許返納支援事業

13,000千円地番現況図作成委託業務

各金融機関が貸付けた額
に対して受けた損失額

移住者住宅取得支援事業

指定管理者制度を導入する施設に係る指定管理料

自然災害対策工事資金貸付に係る取扱金融機関に
対する損失補償

廃棄物再生処理委託業務 契約に定める額

15,000千円

市民バス運行委託業務 50,000千円
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事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成31年度まで

平成29年度から

平成39年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

外国語指導助手派遣委託業務

児童生徒安全確保緊急メール委託業務 600千円

5,000千円

商工業振興資金利子補給

観光宿泊者助成支援事業 15,000千円

商工業預託融資に係る広島県信用保証協会に対す
る損失補償

みよし産業応援事業

学校給食調理委託業務 45,500千円

スクール・通所便運行委託業務 80,000千円

57,700千円

観光情報発信事業 11,000千円

市民ホール自主事業支援事業 20,000千円

広島県信用保証協会が
債務の保証により受けた
損失額

平成29年度融資資金に
対する利子補給額
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第３表　地　方　債　　　
（単位：千円）

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

公共施設等整備事業 15,400

公共施設下水道接続事業 5,400

地域情報化推進事業 299,000

地域振興施設整備事業 967,300

社会福祉施設等整備事業 22,200

児童福祉施設等整備事業 674,700

健康増進施設整備事業 797,600

浄化槽設置整備事業 38,000

診療所特別会計繰出 4,500

塵芥処理施設整備事業 108,500

水道事業出資債 60,700

耕地事業 17,400

広域営農団地農道事業 33,200

林道整備事業 64,300

防災対策事業 11,600

公有林整備事業 6,400

観光交流施設整備事業 42,400

道路新設改良事業 947,800

橋梁新設改良事業 163,300

急傾斜地崩壊対策事業 15,000

土地区画整理事業 10,400

街路事業 55,900

都市公園建設事業 92,800

下水道事業特別会計繰出 143,300

住宅整備事業 4,200

消防施設等整備事業 148,600

学校施設整備事業 132,500

文化施設整備事業 30,000

現年災害農地復旧事業 4,100

現年災害農業施設復旧事業 4,100

現年災害林業施設復旧事業 400

現年災害公共土木復旧事業 11,200

現年災害単独土木復旧事業 12,000

臨時財政対策債 1,009,108

普通貸借又
は証券発行

年 5.0％
以内（た
だし ,利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて，利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては当
該見直し
後 の 利
率）

借入先の融資条件によ
る。ただし，財政の都合
により繰上償還をし，又
は償還年限を短縮し，若
しくは低利債に借換えを
することができる。

- 11 -



- 12 -



三次市国民健康保険特別会計  
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議案第２号 

 

   平成２９年度三次市国民健康保険特別会計予算（案） 

 

 平成２９年度三次市の国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 6,810,932千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入の最高額は，100,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

   保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 国民健康保険税 913,591 

1 国民健康保険税 913,591 

2 使用料及び手数料 1 

1 手数料 1 

3 国庫支出金 1,237,881 

1 国庫負担金 950,049 

2 国庫補助金 287,832 

4 県支出金 309,208 

1 県負担金 52,234 

2 県補助金 256,974 

5 療養給付費交付金 116,877 

1 療養給付費交付金 116,877 

6 前期高齢者交付金 2,003,800 

1 前期高齢者交付金 2,003,800 

7 共同事業交付金 1,476,734 

1 共同事業交付金 1,476,734 

8 財産収入 180 

1 財産運用収入 180 

9 繰入金 751,153 

1 他会計繰入金 503,010 

2 基金繰入金 248,143 

10 繰越金 1 

1 繰越金 1 

11 諸収入 1,506 

1 延滞金加算金及び過料 803 

2 雑入 703 

21 国民健康保険特別会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

歳　　入　　合　　計 6,810,932 

21 国民健康保険特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 102,846 

1 総務管理費 98,861 

2 徴税費 3,600 

3 運営協議会費 385 

2 保険給付費 4,286,168 

1 療養諸費 3,741,468 

2 高額療養費 524,900 

3 出産育児諸費 16,800 

4 葬祭諸費 3,000 

3 後期高齢者支援金等 610,722 

1 後期高齢者支援金等 610,722 

4 前期高齢者納付金等 2,214 

1 前期高齢者納付金等 2,214 

5 老人保健拠出金 18 

1 老人保健拠出金 18 

6 介護納付金 222,402 

1 介護納付金 222,402 

7 共同事業拠出金 1,458,526 

1 共同事業拠出金 1,458,526 

8 保健事業費 111,867 

1 保健事業費 14,153 

2 特定健康診査等事業費 97,714 

9 公債費 165 

1 公債費 165 

10 諸支出金 6,004 

1 償還金及び還付加算金 6,004 

21 国民健康保険特別会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

11 予備費 10,000 

1 予備費 10,000 

歳　　出　　合　　計 6,810,932 

21 国民健康保険特別会計
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三次市診療所特別会計  
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議案第３号 

 

平成２９年度三次市診療所特別会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の診療所特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 139,739千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

 

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 診療収入 116,656 

1 外来収入 110,924 

2 その他の診療収入 5,732 

2 使用料及び手数料 1,188 

1 手数料 1,188 

3 財産収入 650 

1 財産運用収入 649 

2 財産売払収入 1 

4 繰入金 20,660 

1 他会計繰入金 1 

2 一般会計繰入金 4,500 

3 基金繰入金 16,159 

5 繰越金 1 

1 繰越金 1 

6 諸収入 584 

1 雑入 584 

歳　　入　　合　　計 139,739 

22 診療所特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 80,689 

1 施設管理費 80,689 

2 医業費 35,733 

1 医業費 35,733 

3 公債費 5,157 

1 公債費 5,157 

4 諸支出金 16,160 

1 償還金 1 

2 繰出金 16,159 

5 予備費 2,000 

1 予備費 2,000 

歳　　出　　合　　計 139,739 

22 診療所特別会計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

契約に定める期間

（５年を限度とする）
事務機器賃借 契約に定める額

行政財産の維持管理に要する経費 契約に定める期間 契約に定める額
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三次市介護保険特別会計  
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議案第４号 

 

   平成２９年度三次市介護保険特別会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 7,265,669千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。 

   保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 保険料 1,314,750 

1 介護保険料 1,314,750 

2 使用料及び手数料 970 

1 手数料 970 

3 国庫支出金 1,839,645 

1 国庫負担金 1,212,882 

2 国庫補助金 626,763 

4 支払基金交付金 1,948,973 

1 支払基金交付金 1,948,973 

5 県支出金 1,039,430 

1 県負担金 982,578 

2 県補助金 56,852 

6 財産収入 126 

1 財産運用収入 126 

7 繰入金 1,121,721 

1 一般会計繰入金 1,051,222 

2 基金繰入金 70,499 

8 繰越金 1 

1 繰越金 1 

9 諸収入 53 

1 延滞金加算金及び過料 48 

2 雑入 5 

歳　　入　　合　　計 7,265,669 

24 介護保険特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 136,975 

1 総務管理費 68,281 

2 徴税費 2,527 

3 介護認定審査会費 66,167 

2 保険給付費 6,755,262 

1 介護サービス等諸費 6,107,175 

2 介護予防サービス等諸費 321,179 

3 高額介護サービス等費 105,525 

4 高額医療合算介護サービス 10,800 

等費

5 特定入所者介護サービス等 204,999 

費

6 その他諸費 5,584 

3 財政安定化基金拠出金 1 

1 財政安定化基金拠出金 1 

4 地域支援事業費 369,203 

1 介護予防・生活支援サービ 146,481 

ス事業費

2 一般介護予防事業費 59,813 

3 包括的支援事業費 119,419 

4 任意事業費 43,314 

5 その他諸費 176 

5 基金積立金 126 

1 基金積立金 126 

6 諸支出金 3,102 

1 償還金及び還付加算金 3,102 

24 介護保険特別会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

7 予備費 1,000 

1 予備費 1,000 

歳　　出　　合　　計 7,265,669 

24 介護保険特別会計
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三次市後期高齢者医療特別会計  
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議案第５号 

 

   平成２９年度三次市後期高齢者医療特別会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところに

よる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 772,502千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 後期高齢者医療保険料 523,332 

1 後期高齢者医療保険料 523,332 

2 繰入金 247,544 

1 一般会計繰入金 247,544 

3 繰越金 1 

1 繰越金 1 

4 諸収入 1,625 

1 延滞金加算金及び過料 23 

2 償還金及び還付加算金 1,600 

3 雑入 2 

歳　　入　　合　　計 772,502 

25 後期高齢者医療特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 2,439 

1 総務管理費 605 

2 徴収費 1,834 

2 後期高齢者医療広域連合納 767,463 

付金

1 後期高齢者医療広域連合納 767,463 

付金

3 諸支出金 1,600 

1 償還金及び還付加算金 1,600 

4 予備費 1,000 

1 予備費 1,000 

歳　　出　　合　　計 772,502 

25 後期高齢者医療特別会計
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三次市土地取得特別会計  
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議案第６号 

 

   平成２９年度三次市土地取得特別会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の土地取得特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 880千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

  

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 財産収入 880 

1 財産運用収入 880 

歳　　入　　合　　計 880 

27 土地取得特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 880 

1 総務管理費 880 

歳　　出　　合　　計 880 

27 土地取得特別会計
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三次市下水道事業特別会計  
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議案第７号 

 

   平成２９年度三次市下水道事業特別会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1,938,360千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，｢第３表 地方債｣

による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高

額は，200,000千円と定める。 

 

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 114,161 

1 分担金 1 

2 負担金 114,160 

2 使用料及び手数料 352,575 

1 使用料 352,324 

2 手数料 251 

3 国庫支出金 168,600 

1 国庫補助金 168,600 

4 財産収入 178 

1 財産運用収入 178 

5 繰入金 1,056,733 

1 他会計繰入金 1,056,733 

6 繰越金 1 

1 繰越金 1 

7 諸収入 10,912 

1 延滞金加算金及び過料 2 

2 雑入 10,910 

8 市債 235,200 

1 市債 235,200 

歳　　入　　合　　計 1,938,360 

31 下水道事業特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 183,121 

1 総務管理費 183,121 

2 下水道運営費 463,233 

1 下水道運営費 463,233 

3 事業費 518,527 

1 事業費 518,527 

4 公債費 772,979 

1 公債費 772,979 

5 予備費 500 

1 予備費 500 

歳　　出　　合　　計 1,938,360 

31 下水道事業特別会計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

契約に定める期間

（５年を限度とする）

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

地方公営企業法適用化に要する経費 8,836千円

契約に定める額契約に定める期間

各金融機関が貸付けた額
に対して受けた損失額

産業廃棄物処分等委託業務 契約に定める額

平成29年度融資資金に
対する利子補給額

事務機器賃借

排水設備改造資金貸付に係る取扱金融機関に対す
る損失補償

契約に定める額

行政財産の維持管理に要する経費

排水設備改造資金に対する利子補給

- 50 -



第３表　地　方　債　　　
（単位：千円）

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

公共下水道事業 235,200 普通貸借又
は証券発行

年 5.0％
以内（た
だ し ,利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて，利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては当
該見直し
後 の 利
率）

借入先の融資条件による。
ただし，財政の都合により
繰上償還をし，又は償還年
限を短縮し，若しくは低利
債に借換えをすることがで
きる。
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三次市農業集落排水事業特別会計  
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議案第８号 

 

   平成２９年度三次市農業集落排水事業特別会計予算(案) 

 

 平成２９年度三次市の農業集落排水事業特別会計の予算は，次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 623,436千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担

行為」による。 

 

  平成２９年３月３日提出 

 

                     三次市長 増 田 和 俊  
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第１表　歳入歳出予算

（ 歳　入 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 2,561 

1 分担金 2,561 

2 使用料及び手数料 152,643 

1 使用料 152,643 

3 県支出金 25,466 

1 県補助金 25,466 

4 財産収入 16 

1 財産運用収入 16 

5 繰入金 442,745 

1 他会計繰入金 442,745 

6 繰越金 1 

1 繰越金 1 

7 諸収入 4 

1 延滞金加算金及び過料 2 

2 雑入 2 

歳　　入　　合　　計 623,436 

32 農業集落排水事業特別会計
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（ 歳　出 ） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　額

1 総務費 302,839 

1 総務管理費 50,720 

2 施設管理費 252,119 

2 公債費 320,297 

1 公債費 320,297 

3 予備費 300 

1 予備費 300 

歳　　出　　合　　計 623,436 

32 農業集落排水事業特別会計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　項 期　　　間 限　度　額

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成34年度まで

平成29年度から

平成30年度まで

契約に定める額

排水設備改造資金貸付に係る取扱金融機関に対す
る損失補償

各金融機関が貸付けた額
に対して受けた損失額

契約に定める期間

平成29年度融資資金に
対する利子補給額

排水設備改造資金に対する利子補給

行政財産の維持管理に要する経費

契約に定める額一般廃棄物処分等委託業務
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